
福岡都市計画地区計画の変更(福岡市決定)

都市計画抑松原駅前地区地区計聞を次のように変吏する。
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郷松原駅前地区地区計四

植岡市東区舞松原四丁目、抑;松原五丁目及び青葉二丁目

の各一部

約 4.7 ha 

当地区は、 本市の都心部から北東約8kmに位置し、 JR舞松原駅

の開設に伴い、中層住宅の建設を主体とした開発が行われた住宅地

である。

現在、ゆとりある居住空間が形成されており、今後とも周辺の自然

や住宅地と調和した良好な中層住宅地の形成、保全を図ることを自襟

とする。

主要地方道 「福岡東環状線J沿線に治道サービスゾーンを、また、

駅周辺には奴施設ゾーシをそれぞれ配置する。

その他の地区は、中層集合住宅を主体とした集合住宅ゾーンとし、

地区内居住者のための緑道を適切に配鐙する。

・駅施設ゾーン

駅台周辺には、駅利用者の利便性を考慮して、駅前広場や自転

車駐車場を配置する。

-沿道サービスゾーン

日常生活品の購入の利便を図るため、適正な規模の魅力ある商

業施設の立地を誘導するとともに、壁面の位置の制限による歩行者

空間の充実を図る。

-集合住宅ゾーン

良好な居住環境の形成を図るため、敷地内には積惚的に緑を配

置し、ゆとりとうるおいのある中層集合住宅ゾーンの形成を図る。

地 地区施設の その他の 名 称 1癌 員 延 長 ?前 援

区 配 置 及 び 公共空地

整 規模 縁 道 6 m 約 70m 
備 線道 4 l1l 約 90JJ1 

計

計画図に示す位置においては 各道路境界線から (画 建築物等に 壁面の位盤の制限

関する事項 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面、文は建

築物に附属する門若しくはへいの薗までの距両日の最

低限度は、次に示すとおりとする。

(1)主要地方道 f福岡東環状線Jについては2m
(2)市道青葉 3913号線については3m

f地区計画及び地区整備計画の区域、地区施設の配置並びに壁面の位置の制限の位鐘は計画図

表示のとおりj

理由

地区整備計画で定めている地区施設で、整備が完了し、本市で管理を行うまでに至っている道

路、公園及びその他の公共施設の駅前広場については、地区施設として定めた目的は達成され

たといえることから、当該地区施設を地区整備計画から削除するため、本案のとおり変更するもの

である。
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